
行政職 海事職
大学教育職
(～19.3.31)

研究職 医療職(1)
医療職(2)
(～27.3.31)

医療職(2)
(27.4.1～)

医療職(3) 公安職
医療職
(19.4.1～)

高校教育職
(～19.3.31)

教育職(1)
(19.4.1～
27.3.31)

教育職(1)
(27.4.1～)

中小教育職
(～21.3.31)

中小教育職
(21.4.1～)

教育職(2)
(19.4.1～
27.3.31)

教育職(2)
(27.4.1～)

１０級

９級 ４級 ５級 ４級

管手２５％ 管手１種 管手１種

役加２０％ 役加２０％

８級 ４級 ５級 ４級 ８級 ９級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級

管手２種 管手２種

役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％ 役加２０％

７級 ４級 ５級 ４級 ８級 ７級 ８級 ７級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級
管手３種又は４種※

管手３種 管手１４％以上
管手３種
又は４種※

管手３種以上
又は４種※

(管手１４％以上)
管手３種以上
又は４種※

管手３種
又は４種※

管手３種
又は４種※

役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％

６級 ３級 ５級 ３級 ７級 ７級 ６級 ７級 ６級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級 ４級

６級 ６級 ３級 ３級 ３級

管手４種 管手４種 管手４種

役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％ 役加１５％

５級 ５級 ３級 ４級 ２級 ６級 ６級 ６級 ６級 ６級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級

５級 ５級 ５級 ５級

管手５種以上 管手４種以上 管手４種以上 管手１２％ 管手４種 管手４種 管手４種 管手４種 管手４種 管手４種

４級 ４級 ２級 ３級 ２級 ５級 ５級 ４級 ５級 ４級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級 ３級

４級 ２級 ２級 特２級 ２級 特２級 ２級 特２級

２級 ２級 ２級

（定めなし） 役加１０％ 役加１０％ 役加１０％ 役加１０％ 役加１０％ 役加１０％ 役加１０％

３級 ３級 １級 ２級 １級 ４級 ４級 ３級 ４級 ３級 ２級 ２級 ２級 ２級 ２級 ２級 ２級

３級 ３級 ２級 ３級 ２級

２級 ２級

（定めなし） （定めなし） （定めなし） （定めなし） （定めなし） 在級３０年超 （定めなし） （定めなし） 役加５％ 役加５％ 役加５％ 役加５％ 役加５％ 役加５％ 役加５％

注１ は、知事が別に定めるもの（取扱い通知において規定）であり、「管手」は、管理職手当を、「役加」は、期末手当の役職段階別加算を示す。
注２ 教育職(1)、中小教育職及び教育職(2)における「管手４種※」は、人事委員会が別に定める者に限ることを示す。

第７号 43，350円

第８号 32，500円

第９号 27，100円

第10号 21，700円

第11号 0円 第１号から第１０号までの区分に属さないもの
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　　　　　　　　　給料表
　調整額

第１号 95，400円

第２号 78，750円

59，550円

第６号 54，150円

第３号 70，400円

　　【資料２】調整額の区分

第４号 65，000円

第５号

教育職（１）・・・高等学校、中等教育学校後期、特別支援学校

教育職（２）・・・中等教育学校前期

小中教育職・・・小学校、中学校、義務教育学校

中学校、義務教育
学校、小学校

中等教育学校前期


